








 

 

 

 

 
 
図 4:  1976 年‐1985 年、1986 年‐1995 年、1996 年‐2005 年及び 2006 年 – 2007
年の各期間の CCSBT メンバーと協力的非加盟国によるミナミマグロ平均年間漁

獲量(トン)の 海洋別 5 度区画の地理的分布。星印で示した箇所は非加盟国の漁獲

量が高い水域。区画の漁獲量が年間 0.25 トン以下のものは示していない。注：

この図は、過去の漁獲量の差異の影響を受ける可能性がある。 



 
図 5: CCSBT 統計海区 4 - 9 にて、4 月から 9 月に操業した日本はえ縄船の年齢グ

ループ別ミナミマグロ(3 歳、4 歳、5 歳、6-7 歳、8-11 歳、12 歳+)のノミナル漁

獲率(1000 鈎当たりの尾数)のトレンド。注：この図は、過去の漁獲量の差異の影

響を受ける可能性がある。 
 

 
図 6:  ミナミマグロを対象又は漁獲したセットの努力量に基づく、ニュージーラ

ンド用船(実線)及び国内(点線)のはえ縄船団に関する、暦年ノミナル CPUE(1000
鈎当たりの尾数) 



 
図 7:  日本のはえ縄漁業の過去 7 年間の RTMP データから得た、月別、海区別の

ノミナル CPUE の年齢組成 注：この図は、過去の漁獲量の差異の影響を受け

る可能性がある。 
 
 
 



 

図 8:  2001 年から 2008 年までのニュージーランド用船船団のミナミマグロの体

長別割合(2008 年は予備データであり、すべての漁船のデータを含んでいない) 
 
 



 
図 9:  産卵期別インドネシア産卵場における SBT 漁獲の体長組成(2cm 間隔)。灰

色の棒は中央値の体長クラスを示す。比較のため、2003/04 年 (n=121)、2004/05
年 (n=685)、2005/06 年 (n=311)及び 2006/07 年(n=452)に産卵場南方(プロセッサ A)
で漁獲されたと思われるミナミマグロの体長分布を灰色の線で示した。産卵期は

前年 7 月 1 日から当該年の 6 月 30 日までと定義。 
 



 

 
 

別紙 7 
 

2009 年データ交換の要件 
 
漁獲量、努力量及びサイズのデータは、2008 年と同一の書式で提出すること。 加盟

国がデータの書式を変更する場合は、新しい書式といくつかの試験的データを事務

局に 2009 年 1 月 31 日までに提出するものとするが、これは必要なデータロードの

ルーチンを確立するためである。 
 
別紙 A に示した項目について、2008 年暦年全体のデータ及びデータの変更があった

年のデータを提出すること。過去のデータへの変更が 2007 年データの定期的更新以

上の場合又は 2007 年以前のデータへのマイナーな変更以上である場合、次の

SAG/SC 会合で討議されるまで、これらの変更データは使用されない(特例の合意が

ある場合を除く)。過去のデータを変更した場合(2007 年データの定期的更新以外)は、

変更内容を詳細に説明した文書を添付すること。 
 
 
事務局による作成 
 



 

 
 

別紙 A 
 

提出データの 
種類1 

データ 
提供者 

期日 
提出データの説明 

CCSBT 
データ CD 

事務局 2009 年 
1 月 31 日 

2008 年のデータ交換で提供されたデータ及び追

加データをデータ CD に盛り込むためのデータの

最新化(漁獲努力量、サイズ別漁獲量、引き伸ば

し漁獲量及び標識再捕)。 
• 標識再捕データ(事務局は、加盟国からの要請に応じ

て、2009 年における標識再捕データに関する追加的更新を
提供する。) 

• SAG9 で作成された修正シナリオ(S1L1)を用い

た推定未報告漁獲量の更新。 
船団別総漁獲量 すべてのメン

バー及び協力

的非加盟国 
(後段で指定さ

れるインドネ

シアを除く) 

2009 年 
4 月 30 日 

船団別、漁具別の引き伸ばし総漁獲量（重量及び

尾数）及び操業隻数。歴年及び割当年のデータを

提出すること。 
 

遊漁漁獲量 遊漁による漁

獲のあるすべ

てのメンバー

及び協力的非

加盟国 

2009 年 
4 月 30 日 

データが利用可能な場合、遊漁で漁獲された

SBT の引き伸ばし総漁獲量(体重及び尾数)。完全

な時系列の遊漁の推定漁獲量の提供(過去に提供

された場合を除く)。遊漁の推定漁獲量に不確実

性があれば、不確実性に関する説明又は推定値を

提供する。 
SBT 輸入統計 日本 2009 年 

4 月 30 日 
国別、生鮮・冷凍、月別の日本への SBT 輸入重

量。輸入統計は非加盟国の漁獲量を推定するため

に使用される。 
 死亡枠 (RMA
及び SRP)の利

用 

すべての 
メンバー 

(及び事務局) 

2009 年 
4 月 30 日 

2008 年暦年に使用された死亡枠(キロ)。RMA と

SRP で区別すること。可能であれば、さらに月

別、海区別で区別すること。 
漁獲量及び努力

量 
すべての 
メンバー 

(及び事務局) 

2009 年 
4 月 23 日 

(NZ)2 
 

2009 年 
4 月 30 日 

(その他のメン

バー、南アフ

リカ及び 事務

局) 
 

31 July 09
年 (インドネ

シア) 

漁獲量(尾数及び重量)及び努力量は、ショットご

と又は集計データとして提出すること(ニュージ

ーランドについては、同国がファインスケールの

ショットごとのデータを提供し、それを事務局が

集計し回章する)。最大の集計レベルは、年、

月、船団、漁具別の 5 度区画(はえ縄)又は 1 度区

画(表層漁業)とする。インドネシアは、ショット

ごと又は試験的科学オブザーバー・プログラムの

集計データのいずれかに基づく推定値を提供す

る。 
 
新たに 2 つの統計海区(14 及び 15 海区)が導入されたが、これ
らの海区については、(1－10 海区と同様に)SBT の漁獲があっ
たか否かに関らず、すべての漁獲量及び努力量データを提供
すること。 

                                                 
1 “MP/OM 用”と記載されているものについては、当該データが管理手続きとオペレーティング・モ

デルの両方に使用されることを意味する。どちらかひとつの項目が記載されている場合（例：OM
用）には、当該データがその項目にのみ使用されることを意味する。 
2 ニュージーランドの期日が他よりも早いのは、事務局が 4 月 30 日までにニュージーランドのファイ

ンスケールデータを処理し、他の加盟国に集計引き伸ばしデータを提供できるようにするため。 



 

 
 

提出データの 
種類1 

データ 
提供者 

期日 
提出データの説明 

14、15 海区の

過去の努力量 
韓国 2009 年 

4 月 30 日 
すべてのメンバーについて、14、15 海区の過去

のタイム・シリーズを改訂し、14、15 海区の完

全な努力量を得る必要がある。 
 
14、15 海区で漁獲したすべてのメンバーは、
2007 年のデータ交換(SAG8 の前に)の一貫とし
て、これを提供しなければならなかった。一メン
バーのみ、この情報の提供(又は関連情報の通知)
をしていない。 

放流漁獲量 すべての 
メンバー 

2009 年 
4 月 30 日 

(ほとんどのメ

ンバー) 
 

2009 年 
7 月 31 日 
(インドネシ

ア) 

下記の放流漁獲量に関するデータは、各漁業につ

き、年、月、5 度区画別に提供すること。 
• 放流されたとして報告された(又は観測され

た)SBT 尾数 
• 放流された SBT について報告がなかった船や

時期を考慮した引き伸ばし放流漁獲量 
• 引き伸ばし後の放流 SBT の推定サイズ組成 
• 放流魚のその後の状況、生存状況の詳細 
インドネシアは、ショットごと又は試験的科学オ

ブザーバー・プログラムの集計データのいずれか

に基づく推定値を提供する。 
調査及び‘その

他’の死亡 
オーストラリ

ア、 
日本 

2009 年 
4 月 30 日 

2001 年までの調査死亡及び 2006 年までの調査死

亡以外のすべての死亡で、今までのデータ交換で

提供されていないもの。データは可能な限り、5
度区画、月別で提供すること。不可能な場合は、

最善の解像度で提供すること。 
 
この期日は SC11 で定められた。従って、2009 年
4 月 30 日に、メンバーはこの要件に適合する約
32 ヶ月分のデータを手に入れることになる。こ
の日をもって、これら“その他の”死亡は、事務
局が作成する将来の全世界漁獲量の表における総
漁獲量の一部として計上されることになる。 

RTMP 漁獲量及

び努力量データ 
日本 2009 年 

4 月 30 日 
RTMP の漁獲量及び努力量データは、標準のログ

ブックと同じ書式で提供すること。 
NZ 合弁事業の

漁獲、努力デー

タ、 1 度区画の

空間解像度 

事務局 2009 年 
4 月 30 日 

集計したニュージーランドの漁獲量及び努力量デ

ータを 5 度区画ではなく、1 度区画で提供するこ

と。事務局は、このデータを日本が準備する W0.5 
及び W0.8 CPUE指数用に日本のみに提供する。他
の加盟国は、これらのデータを解析で必要とする
場合、ニュージーランドに提供の承認を求めるこ
とができる。 
 

 NZ 合弁事業の

ショット・バ

イ・ショットの

データ 

NZ 
 

2009 年 
4 月 30 日 

5、6 海区における NZ 合弁事業の 2008 年のショ

ット・バイ・ショット・データ。データは、オブ

ザーバーが乗船したショットを特定するものとす

る。データは、日本のみに提供され、新たな

CPUE インデックスで利用される。 



 

 
 

提出データの 
種類1 

データ 
提供者 

期日 
提出データの説明 

豪州、NZ、韓

国の引き伸ばし

漁獲量データ 

オーストラリ

ア、 
事務局 

2009 年 
4 月 30 日 

 

集計した引き伸ばし漁獲量データは、漁獲量及び

努力量データと同程度の解像度で提供すること。

日本と台湾は、引き伸ばし漁獲量、努力量データ

を提出しているので、改めて提出する必要はな

い。ニュージーランドも、事務局が同国のファイ

ンスケールデータから引き伸ばしデータを作成す

るため、提出の必要はない。また、韓国について

も、事務局が引き伸ばし漁獲データを計算し提供

する(韓国の漁獲努力データを総漁獲量に引き伸

ばしたもの)。 
オブザーバーの

体長度数データ 
NZ 2009 年 

4 月 30 日 
従来同様のオブザーバーの生の体長度数データ。

引き伸ばし体長

データ 
オーストラリ

ア、台湾、 
日本、 

NZ 

2009 年 
4 月 30 日 

(オーストラリ

ア、台湾、日

本) 
 

2009 年 
5 月 7 日 

(NZ)3

引き伸ばし体長組成データは、年、月、船団、漁

具別に、5 度区画（はえ縄）又は 1 度区画（その

他）で集計し、提出すること4 。可能な限りの最

小サイズクラス（1cm）で提出すること。必要な

情報を記載した雛形は文書 CCSBT-ESC/0609/08
別紙 C に示されている。 
 
 

RTMP 体長デー

タ 
日本 2009 年 

4 月 30 日 
RTMP の体長データは標準体長データと同じ形式

で提出すること。 
生のサイズ・デ

ータ 
韓国 2009 年 

4 月 30 日 
韓国は引き伸ばし体長データを作成するだけの十

分なサンプルサイズがないため、引き伸ばし体長

データではなく、生の体長・重量測定データを提

出すること。しかし、韓国には今後体長組成デー
タのサンプルサイズを高めることを奨励する。 

インドネシア 
はえ縄の SBT
年齢及びサイズ

組成 

オーストラリ

ア 
インドネシア 

2009 年 
4 月 30 日 

2007 年 7 月から 2008 年 6 月までの産卵期の年齢

及びサイズ組成の推定値(割合)を提出すること。

2007 年暦年の体長度数及び 2007 年の年齢組成も

提出すること。 
 
インドネシアは、港におけるマグロ・モニタリン

グ・プログラムに基づく体長及び体重のサイズ組

成を提供する。オーストラリアは、現行のデータ

交換プロトコールに準じた年齢組成データを提供

する。 
直接年齢査定デ

ータ 
すべての 
メンバー 

2009 年 
4 月 30 日 

耳石サンプルからの直接年齢推定値の更新(耳石

の再解読が必要だったものについては改訂したも

の)。少なくとも 2005 年暦年のデータは提出する

こと(2003 年 ESC 報告書パラ 95 参照)。メンバー

は、可能な場合、より新しいデータを提供する。

耳石情報の書式は、旗国、年、月、漁具コード、

緯度、経度、位置、位置解像度コード5、統計海

区、体長、耳石 ID、推定年齢、年齢解読性コー

ド6、性別コード、コメントとなっている。 
                                                 
3 ニュージーランドには 1 週間の追加期間が与えられているが、これは事務局が 4 月 30 日に提供する

予定の引き伸ばし漁獲データをニュージーランドが必要とするためである。 
4 データは実行可能な限り、合意済みの CCSBT の代入原則を使って作成すること。引き伸ばし体長

データの作成に使用した手法を完全に文書化することが重要である。 
5 M1=1 分、D1=1 度、D5=5 度 
6耳石切片の解読性及び信頼性のスケール（0－5）の定義は CCSBT 年齢査定マニュアルのとおり。 



 

 
 

提出データの 
種類1 

データ 
提供者 

期日 
提出データの説明 

ひき縄調査指数 日本 2009 年 
4 月 30 日 

不確実性の推定値を含む 2008/09 漁期(2009 年 1
月に終了)のひき縄指数の推定値(例 CV)。 

標識回収サマリ

ーデータ 
事務局 2009 年 

4 月 30 日 
月別、漁期別の標識放流数及び再捕数の更新。 

年齢別漁獲量デ

ータ 
オーストラリ

ア、 
台湾、 
日本、 
事務局 

2009 年 
5 月 14 日 

各国は自国のはえ縄漁業について、船団、5 度区

画、月別の年齢別漁獲量データ(サイズ別漁獲量

から得たもの)を提出すること。ニュージーラン

ドの年齢別漁獲量については、事務局が CPUE 入

力データと MP 用の年齢別漁獲量で使用するルー

チンを用いて計算する。 
インドネシアの

月別総漁獲量、

インドネシアの

はえ縄漁獲量に

おける SBT の% 

インドネシア 2009 年 
5 月 15 日 

2008 年における SBT の尾数及び重量並びに港

別、月別の SBT を漁獲した隻数。また、2008 年

の魚種別総漁獲重量。 

旗国別、漁具別

グローバル SBT
漁獲量 

事務局 2009 年 
5 月 22 日 

近年の科学委員会報告書に示されているものと同

様。旗国別、漁具別のグローバル SBT 漁獲量。 

豪州表層漁業の

引き伸ばし年齢

別漁獲量 
OM 用 

オーストラリ

ア 
20097年 

5 月 24 日 
過去と同じ書式で、2007 年 7 月から 2008 年 6 月

までのデータを提出すること。 

インドネシア産

卵場漁業の引き

伸ばし年齢別漁

獲量 OM 用 
 

事務局 2009 年 
5 月 24 日 

CCSBT のデータ CD と同じ書式で、2007 年 7 月

から 2008 年 6 月までのデータを提供すること。 
 

1952 年から

2008 年までの

各年の各漁業の

総漁獲量  
MP/OM 用 

事務局 
 

2009 年 
5 月 31 日 

事務局は、上記の様々なデータ・セットと合意済

みの計算手法を用いて、管理手続きとオペレーテ

ィング・モデルに必要な各漁業の総漁獲量を算出

する。 

体長別漁獲量

(2cm間隔)及び

年齢別漁獲量の

比率 OM 用 

事務局 2009 年 
5 月 31 日 

事務局は、上記の様々な体長別、年齢別漁獲量の

データ・セットを用いて、オペレーティング・モ

デルに必要な体長、年齢比率データを算出する

(LL1、 LL2、LL3、 LL4 – 日本、インドネシア、

及び表層漁業で分ける)。さらに、事務局は体長

別漁獲量データをサブ漁業(例 LL1 内の異なる

漁業)でも提供する。 
年齢別漁獲量

MP 用 
事務局 2009 年 

5 月 31 日 
加盟国が提出した 5 度区画の引き伸ばし体長デー

タを月別にコホート・スライスする。使用するデ

ータは LL1 漁業のみ。LL1 漁業の引き伸ばし体

長データがないもの(韓国、フィリピン、その他)
については、オペレーティング・モデルの体長度

数入力データを作成したときと同じように、日本

の体長度数データを事務局が代用する。 
 

                                                 
7 5 月 31 日よりも 1 週間早い期日としているのは、事務局が 5 月 31 日に提供する予定のデータ・セッ

トにこれらのデータを組み入れる時間を十分に確保するためである。 



 

 
 

提出データの 
種類1 

データ 
提供者 

期日 
提出データの説明 

グローバル 
年齢別漁獲量 

事務局 2009 年 
5 月 31 日 

MPWS4 報告書別紙 7 に示されているとおりに、

2008 年の年齢別総漁獲量を算出する。日本の 1
及び 2 海区(LL4 及び LL3 )の年齢別漁獲量は例外

的に、オペレーティング・モデルの入力データと

の照合を良くするために、暦年ベースではなく、

漁期ベースで算出する。 
CPUE 
 入力データ 

事務局 2009 年 
5 月 31 日 

CPUE 解析に使用するための、年、月、5 度区画

別の漁獲量(比例的年齢査定を使った 0 歳から 20
＋歳までの各年齢クラスの尾数)及び努力量(セッ

ト数、鉤数)データ8。 
標識放流／回収

及び報告率 
OM 用 

オーストラリ

ア 
2008 年 

11 月 1 日 
1991 年から 1997 年までの RMP 標識放流・再捕

データを、新しいデータベースにともなう変更に

合わせ、更新すること。 
CPUE シリーズ 
 

オーストラリ

ア  /   
日本 

2009 年 
6 月 15 日 
(なるべく

早期に)9 

4 歳＋について、下記の 5 つの CPUE シリーズで

提出すること。 
• ノミナル(豪州) 
• Laslett Core Area  (豪州) 
• B-Ratio proxy (W0.5)  (日本) 
• Geostat proxy (W0.8)  (日本) 
• ST Windows  (日本) 
• 5 度区画のうち漁獲のあった 1 度区画の数。

このデータには事務局のみがアクセス可能10. 
(日本) 

オベレーティング・モデルでは各シリーズの中央

値を使用する。 
航空目視 
調査指数 

オーストラリ

ア 
2009 年 

7 月 31 日 
(計画の少な

くとも 4 週

間前に提供)

不確実性の推定値を含む 2008/09 漁期の航空目視

調査指数の推定(例 CV) 
 

商業目視指数 オーストラリ

ア 
2009 年 

7 月 31 日 
不確実性の推定値を含む 2008/09 漁期の商業目視

指数の推定(例 CV) 
 
 
                                                 
8 4 月から 9 月までの SBT 統計海区 4－9 における日本、オーストラリア合弁事業及びニュージーラン

ド合弁事業船団のデータに限定。 
9 複雑な問題がなければ、CPUE 入力データが提供されてから 2 週間以内に CPUE シリーズを計算す

ることが可能。したがって、複雑な問題がないとすれば、メンバーは 6 月 15 日以前に CPUE シリー

ズの提供を試みうる。 
10 事務局が ST Windows CPUE シリーズの計算を検証するため、日本による監督の下でデータに一時

的にアクセスする。 
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2009 年科学委員会会合の構造に関する考察 
 

1. ESC は、拡大委員会から要請されている一定漁獲量の予測に基づいた管

理アドバイスを完成させることの重要性に留意し、2009 年会合の構造に

ついて 2 つのオプションを検討した。 
 
2. 第一のオプションは、閉会期間中に SAG のサブグループというステータ

スで追加的な小規模の会合を開催、5 日間作業を行う。結果は、その後に

開催される 6 日又は 7 日間の SAG/ESC 合同会合 (一議長、一議題) に報告

される。 
 

3. 第二のオプションは、SAG 及び ESC の現在の構造を維持して一回の連続

した会合を開催するというものであり、このアレンジメントの場合は、一

回の連続した期間内にオペレーティング・モデルの条件づけを最終化する

うえで想定される困難を考慮して、作業日として(2008 年同様)10 日間確

保する必要がある。 
 
4. 休会期間中の会合に関する主要な特性は、次のとおり。 

• 日程は、条件づけに必要となるすべてのデータが完全に出揃ってか

ら SAG/ESC 合同会合の開催前までに必要な計算作業を最終化する

ための充分な期間を確保できるものにするが、実際面を考慮して 7
月－8 月上旬が妥当と思われる。 

• 第一の目的は、更新されたデータをレビューし、更新されたオペレ

ーティング・モデルの具体的な条件づけに合意し、付随するコード

化を完了し、可能であれば今回(2008 年)の ESC 会合で特定された

オペレーティング・モデルのシナリオの条件づけを完了することで

ある。必要であれば条件づけ及び技術的問題の解決作業は SAG/SC
会合の前まで継続してもよいが、それらは SAG/SC 会合の開始前

に完了しなければならない。 
• 第二の目的は、別紙 13 に示された CPUE モデリング作業 の一部を

進めることであり、この解析作業に関与している者たちの多くはオ

ペレーティング・モデルの討議への参加が見込まれ、この機会を利

用してウェブ会合よりもさらに効果的に問題と関連する計算に取り

組むことができる。 
• 会合は“小規模のサブグループ”の性格を有するので、各メンバー代

表団の人数は従来の SAG 会合よりも少なくなる。 
• 諮問パネルと計算を行うコンサルタントの参加を念頭において、拡

大委員会が負担する旅費及び会合費用を最小に抑える開催地を選択

すると、シアトルになる可能性が高い。 



 

 

• この会合の報告書は、その後に SAG/ESC のレビューを経て受諾さ

れることになる。 
• 会合の議長は、パルマ博士が務める。 
 

5. ESC は、第一のオプションが断然望ましいと考えており、拡大委員会に

対し推奨する。ESC が 2009 年にまとめる管理助言のベースとして予定し

ている計算は複雑なものであり、予想外の問題に直面し遅延が出るリスク

があることについて、拡大委員会の注意を喚起しておきたい。従って、第

一のオプションの方が、ESC が会合終了までにこのプロセスを満足でき

る形で完了する保障がより大きくなる。 
 
6. インドネシアは、オペレーティング・モデルに関する諮問セッションを

2009 年の 3 月又は 4 月に実施することの検討を示唆し、これによって地

元の科学者がコンセプトをよりよく理解し、またインドネシアが今後の開

発作業のために漁業データ及び情報の提供面でどのような貢献が可能かを

評価したいと表明した。 
 
7. ESC は将来の SAG/ESC 会合に関する期間短縮及び構造変更の可能性につ

いて、各項目を検討する十分な時間を確保しつつより効率のよいプロセス

を目指す目的で検討し、とりわけ１会合、一議長の下での一議題の討議を

考えた。会合はこの案を試す価値があると合意した。拡大委員会が 2009
年のオプションとして第二の方を選んだ場合(即ち、休会期間中の会合な

し)は、2009 年会合は前述の理由から 10 日間の作業日が必要になるので、

上述の案は 2010 年まで延期するべきである。 一方、拡大委員会が最初の

オプションを選択した場合、このアプローチを試すよい機会になる。  
 

8. ESC が、SAG 、ESC 及び付属する作業部会のそれぞれの役割及び委任事

項を見直す必要がある。これに関する文書を次回 SAG/ESC 会合に提出す

ることを歓迎する。 
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CPUE 作業計画 

取組 責任者 最初 
の行動  

昨年の CPUE シリーズにおける RTMP に関する CPUE 推定値

の補正方法の特定 
  

RTMP ベースの CPUE の修正係数の提供。 
ゼロ SBT セットの過去の比率の提供。 

 TI .  
 TI . 

W2 
W3 

CPUE シリーズの頑健性テストの提供及び選出されたシリー

ズの未来性能のモニタリング 
  

体長分布 
四分位体長グループごとの予備的分析 年ごとの年齢-体長を

明らかにし、分析を示す。)。 

 
 TI .  
 CD  

 
W1 
W1 

ファイン・スケールの漁業集中におけるトレンド 
5 度区画の集中パターンの試験。 

 
TI, CD, EL  

 
W1/W2 

非対象の調整。 
CPUE モデルに混獲種の豊度指数を含める。 
CPUE モデルにポワソンの手法を含める。 
オフセットとしての漁獲努力量をともなう CPUE モデル。 
ゼロ%共変量法理論の開発。 
SBT 及び混獲の分布に関する GAM 分析の提案 

 
 DB. RH TI   
 
 JGP, TI . 
 
 RH, EL . 
 JGP .  
 EL, CD  

 
W2 
 
W2 
 
W2 
W1 
W1 

環境に関連する CPUE パターン 
環境共変量の特定、可能であれば供給。 

 
 CD  

 
W1/W2 

船舶効果 
標準モデルへの船舶効果の付加。 

 
 JGP, TI, EL . 

 
W1/W2 

ゼロ漁獲の調整。 
トゥーディー分布の利用可能性の調査。 

 
 EL ,HS. 
 

 
W2 

はえ縄 CPUE に対する市場不調和の影響   
観察及び非観察のセットのデータをともなう GLM の作成。  JGP, TI, EL. W1/W2 
1986 年以前及び以後の CPUE シリーズを較正するための代替

的アプローチ 
  

新旧のシリーズを別個に含有する効果の試験。 MPWG MPWG 
はえ縄 CPUE 結果にともなう投棄/放流について見込まれうる

問題 
  

小型魚/投棄魚の放流効果を定量化するための観察及び非観察

のセットに関する研究の拡張。 
 
JGP, TI, EL. 

W2/W3 

 

W1、W2 及び W3 は、第 1 回、第 2 回及び第 3 回ウェブ・ミーティングをさす。 
休会期間中の会合が予定され、その結果をふまえ W3 の項目が示され、MPWG
は、W1 及び W2 で着手された項目のフォロー作業とともに、休会期間中の会合

において実施される。 
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資源評価及び管理手続きに関する作業計画 
課題 期日 責任者 
一定漁獲予測のため更新された OM/グリッド・コード及び

インプット・ファイルの配布(放流年級群ごとの古いタギン

グ・データを含む新たなデータ・ファイルがインプットと

して用いられるが、コンディショニングについては古い尤

度公式が維持される) 

08 年 12 月 アナ・パルマ 

関連するグラフィックス及びアウトプットの R コードの更

新 
09 年 1 月 コンサルタン

ト 

各国科学者による次を含むコンディショニング・モデルの

分析の実行。 
- タギング要素(旧)の組成変更 
- 最近のタギング・データの実行しうる算入 
- インドネシア漁業の選択性及び low M のプラス・グ

ループ 

- - 

2008 年データを含めるための合意インプット・データ・セ

ットの更新(2008-09 年航空調査は後日使用可能になる) 
09 年 5 月 31
日 

事務局 

送付されたコード及びインプット・ファイルのコンディシ

ョニング及びシミュレーション 
09 年 6 月初

旬 
アナ 

文書交換 09 年 7 月 10
日 

 

休会期間中の作業の評価及びコンディショニング/プロジェ

クション・モデルの構造を決定するための小規模技術会合 
09 年 7 月 15
日 

事務局 

OM/コンディショニング/シミュレーションに関するコード

修正の最終化及び配布 
09 年 8 月初

旬 
アナ/コンサル

タント 
各国科学者による特定の OM に基づく一定漁獲予測及び感

度試験(2006 年のレンジと同等)の実施 
 各国科学者及

びコンサルタ

ント 
各国科学所による CCSBT の要請に対応する技術的措置の評

価の準備 
  

SAG10/SC14 (2009) 
資源状況及び管理アドバイス (第一優先順位) 

- OM 構造及びデータ・インプットに関する最終決定 
- シナリオ・モデリング及び指標分析に基づき、各

TAC(一定漁獲予測)に関連する資源状況及び短期リ

スクに関する助言 
MP 開発 (第二優先順位): 

- MP インプット・データのシミュレートに用いる可

能性のある MP オプション及び仮定の議論 
- 当初の MP 試験の立ち上げ及び将来の MP 開発のた

めの 2-3 年作業計画の洗練 
可能な技術的措置に関する議論 

  

 




